
  令和３年第１回選挙管理委員会臨時会会議録 

   

開催日時 

                      午前１０時００分から 

  令和３年６月２２日（火）                 

午前１０時５０分まで 

出 席 者 
委 員 本橋委員長、梅田職務代理、小井委員、與川委員 

事務局 江川局長、油川次長、水越担当係長 

開催場所 選挙管理委員会室 傍聴人        なし 

委 員 長 これから第１回臨時会を開会いたします。 

 議案第１６号 ポスター掲示場設置場所の告示について 

局  長  （別紙のとおり、ポスター掲示場設置場所の告示について説明し、決 

 定を受けた。） 

局  長  東京都議会議員選挙のポスター掲示場については、５２９箇所として 

 ６月２３日付で告示いたします。その内訳として、３８８箇所が区施設、 

 ４１箇所がその他の公共施設、１００箇所が民間施設となっています。 

委 員 長  ポスター掲示場の告示については、選挙の告示日以前に行っているの 

 ですか。 

局  長  事前に掲示場としての検査を行った上で、確定させています。規定は 

 ありませんが、取扱いとして選挙の告示日の２日前に設置場所の告示を 

 行っています。 

 議案第１７号 東京都議会議員選挙における投・開票所秩序保持方針 

 について 

局  長 （別紙のとおり、東京都議会議員選挙における投・開票所秩序保持方 

 針について説明し、決定を受けた。） 

局  長  公職選挙法の第５８条から第６０条までの規定に基づき、投・開票所 

 における秩序保持について、毎回の選挙ごとに方針を定めることとして 

 います。投票管理者や選挙長が判断した場合は、当該行為者に対して中 

 止するよう求めることができる内容になっています。 

小井委員  選挙のたびに、方針を定めているのですか。 

局  長  東京都選挙管理委員会が所管する選挙においても、毎回定めています。 

與川委員  開票事務への立会人に対する対応で、顕著なものはありますか。 



局  長 開票所における立会人席には、各人の間にビニールシートを設置し、 

 感染症対策を行います。 

 報告事項１－１ 立候補受付事務の概要について 

局  長 （別紙のとおり、立候補受付事務の概要について説明し、報告した。） 

局  長  ６月２５日の東京都議会議員選挙の告示日に、区役所の会議室にて立 

 候補受付事務を行います。 

小井委員 感染症対策として、手指の消毒はどこで行いますか。 

局  長  会議室の入口に消毒液を用意して行います。 

小井委員 立候補の届出番号を決めるくじは、何回引く形になりますか。 

局  長  ２回のくじを引いていただくことになります。 

 報告事項１－２ 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に 

 関する法律等の施行について 

局  長 （別紙のとおり、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に 

 関する法律等の施行について説明し、報告した。） 

局  長  新型コロナウイルス感染症の特定患者等に対して、郵便投票が行える 

 旨の法律が６月１８日に公布され、６月２３日から施行されます。東京 

 都選挙管理委員会から、周知用のチラシも送付されています。 

委 員 長  テレビや新聞で報道などがされたと思いますが、区民からの問合せは 

 ありますか。 

局  長 今のところ、区民からの問合せは特段無く、区議会議員からの質問が 

 あった程度です。 

小井委員  当該周知用のチラシについては、どのように配付されますか。 

局  長 ２００部ほど送付されたのみなので、区役所の１階での配付を予定し 

 ています。 

與川委員  対象者は、自宅待機か療養施設等に居ると思いますが、区の保健所は 

 その状況を知っている訳ですから、当該保健所との連携を取るのですか。 

局  長  保健所から当該患者あてに通知する際に、併せて郵便投票に関する資 

 料を同封します。また、当該対象者から不在者投票の申請があった場合、 



 国の機関や保健所あて確認を行い、投票資格があれば、郵便による不在 

 者投票の手続きを行います。 

 その他・日程等について 

局  長 （今後の委員会日程等について確認を行った。） 

委 員 長 他に質問がなければ、本日の委員会を閉じます。 

 

 

 


